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１ 購入等件名及び数量 

  電子計算組織 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課未来を拓く学び推進担当 埼玉県さい 

たま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成25年12月26日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  富士電機ＩＴソリューション株式会社 東京都千代田区外神田６丁目15番12号 

５ 落札金額 

37,170,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成25年11月12日  
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 サ ー ビ ス の 種 類 指定年月日 

医療法人社団シャローム シャローム病院  東 松 山 市 松 山 １ ４ ９ ６ 医 療 法 人 社 団 シ ャ ロ ー ム 訪問リハビリテーション 平成 26 年 1 月 6 日 

介護予防訪問リハビリテーション 

だ ん ら ん 川口市新井町２３－１５ ハイツカタノ１０２  株 式 会 社  星 訪 問 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

医療法人社団 隆正会 遠山脳神経外科 入間郡三芳町北永井９９７－５ 医 療 法 人 社 団  隆 正 会 通所リハビリテーション 平成 26 年 4 月 1 日 

介護予防通所リハビリテーション 

デイサービスセンター ケアリフ本庄 本庄市早稲田駅周辺区画整理事業１７街区５画地 有 限 会 社  ラ イ フ プ ラ ン 通 所 介 護 平成 26 年 1 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

ク オ ー ル 薬 局  羽 生 中 央 店 羽 生 市 南 ５ 丁 目 ３ ９ ９ ６ － １ ク オ ー ル 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 25 年 11 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

あ か り 訪 問 歯 科 ク リ ニ ッ ク 和 光 市 新 倉 ３ － ８ － ７  ２ F 平 山  明 星 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 1 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

居宅介護支援事業所 グランバ 蕨 市 南 町 ２ － １ ４ － ２ ０ 居宅介護支援事業所 グランバ 居 宅 介 護 支 援 平成 26 年 2 月 1 日 

さ い か い 株 式 会 社 比 企 郡 鳩 山 町 今 宿 ５ ３ ２ － ７ さ い か い 株 式 会 社 福 祉 用 具 貸 与 平成 26 年 1 月 1 日 

特 定 福 祉 用 具 販 売 

特定介護予防福祉用具販売 

介護予防福祉用具貸与 

茶話本舗デイサービス 川口新井町 川 口 市 新 井 町 １ ９ － １ ２ ソフィア・マネジメント・ジャパン株式会社 通 所 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 



デ イ 秋 桜 の 丘 川 口 市 芝 中 田 ２ － ２ ６ － ２ ４ 株 式 会 社  ケ ア コ ス モ ス 通 所 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

早 稲 田 イ ー ラ イ フ 北 川 口 川口市北園町２－２１ 北園サンハイム１階  合 同 会 社  L I B 通 所 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

ニチイケアセンター戸塚安行 川 口 市 戸 塚 ５ － ８ － ４ ８ 株 式 会 社 ニ チ イ 学 館 認知症対応型通所介護 平成 25年 10 月 1日 

介護予防認知症対応型通所介護 

居宅介護支援事業所 ひかり苑 川 口 市 坂 下 町 ４ － １ ６ － ３ 社 会 福 祉 法 人  ゆ う ゆ う 会 居 宅 介 護 支 援 平成 26 年 1 月 1 日 

ベ ス ト ケ ア  草 加 草 加 市 谷 塚 ２ － ２ ７ － ３ 株式会社 ベストパートナー 訪 問 介 護 平成 26年 1月 22 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

訪 問 介 護  ち ゃ の み 狭 山 市 新 狭 山 ２ － ６ － ５ ９ 特定非営利活動法人福祉倶楽部ちゃのみ 訪 問 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

デイサービス桜花乃郷 みちるの家 本 庄 市 見 福 ２ － １ － １ ８ 株 式 会 社  み ち る 通 所 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

ツ ク イ 草 加 草 加 市 遊 馬 町 ７ ４ ４ － １ 株 式 会 社  ツ ク イ 通 所 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

ケ ア サ ポ ー ト 株 式 会 社 上 尾 市 原 市 １ ２ ７ ４ － １ ケ ア サ ポ ー ト 株 式 会 社 福 祉 用 具 貸 与 平成 26 年 2 月 3 日 

介護予防福祉用具貸与 

ケ ア プ ラ ン  ク リ エ 白 岡 市 白 岡 １ ０ ２ ５ － ５ 株 式 会 社  ク リ エ 居 宅 介 護 支 援 平成 26 年 2 月 1 日 

け あ ビ ジ ョ ン 本 庄 本庄市駅南２－１０－４ 山岡ビル１０１ 株式会社 ビジュアルビジョン 訪 問 介 護 平成 26 年 1 月 1 日 



介 護 予 防 訪 問 介 護 

グ リ ー ン デ イ  所 沢 所沢市寿町２１－１２ ことぶき壱番館１階  株 式 会 社  西 頭 通 所 介 護 平成 26 年 1 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

だ ん ら ん の 家  朝 霞 朝 霞 市 本 町 １ － ２ ９ － ３ ５ 株 式 会 社  N O M 通 所 介 護 平成 26 年 1 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

グ ル ー プ ホ ー ム  八 幡 熊 谷 市 新 堀 新 田 １ ２ － ４ 有 限 会 社  八 幡 認知症対応型共同生活介護 平成 26年 1月 24 日 

デイサービスセンターさくら苑 羽 生 市 町 屋 １ ７ ７ － １ ム サ シ 株 式 会 社 通 所 介 護 平成 25年 11 月 1日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

門 脇 医 院 東 松 山 市 上 野 本 １ ３ ２ － ６ 横 山  広 行 訪 問 看 護 平成 24 年 10 月 17 日 

訪問リハビリテーション 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

介護予防居宅療養管理指導 

学 研 コ コ フ ァ ン 大 袋 越 谷 市 袋 山 １ ４ ０ ０ － １ 株 式 会 社  学 研 コ コ フ ァ ン 居 宅 介 護 支 援 平成 26 年 1 月 1 日 

学研ココファン大袋ヘルパーセンター 越 谷 市 袋 山 １ ４ ０ ０ － １ 株 式 会 社  学 研 コ コ フ ァ ン 訪 問 介 護 平成 26 年 1 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

ウエルシア薬局 久喜青葉店 久 喜 市 青 葉 ４ － ８ － ２ ウ エ ル シ ア 関 東 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

北 上 尾 ス マ イ ル 薬 局 上 尾 市 上 ２ ７ ９ － ２ 株 式 会 社  リ バ ー サ ル 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 1 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 



株式会社 熊谷市薬剤師会 会営薬局 中西店  熊 谷 市 中 西 ２ － ８ － １ 株 式 会 社  熊 谷 市 薬 剤 師 会 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

か り ん 薬 局 熊 谷 市 別 府 ５ － ５ ３ 牛 島 薬 品 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 1 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

朝 霞 メ ロ ン 薬 局 朝霞市東弁財１－５－８ K ステージ２F-４ 株 式 会 社  わ か ば 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

ク オ ー ル 薬 局  白 岡 店 白 岡 市 千 駄 野 １ ３ ４ ０ － ５ ク オ ー ル 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

ウ エ ル シ ア 薬 局  上 尾 上 店 上 尾 市 上 ８ ５ － １ ウ エ ル シ ア 関 東 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  わ ら び 薬 局 蕨 市 中 央 １ － ７ － １ 日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  プ ロ ペ 通 り 薬 局 所沢市日吉町１０－１８ 山形ビル１階 日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  和 光 薬 局 和 光 市 諏 訪 ４ － １ ０ 日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  新 座 薬 局 新 座 市 野 火 止 ５ － １ ０ － ２ ２ 日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  埼 玉 日 高 薬 局 入間郡毛呂山町葛貫１０７８－１ 日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 



介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  毛 呂 薬 局 入間郡毛呂山町毛呂本郷４０－１ 日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  川 口 東 薬 局 川 口 市 西 新 井 宿 ３ ０ ５ － ４ 日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  川 口 薬 局 川 口 市 栄 町 １ － １ ８ － ９ 日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  松 原 団 地 薬 局 草加市栄町３－４－５ 和田ビル１階 日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

日 本 調 剤  草 加 薬 局 草加市氷川町２１４９－４ エビデンス１階  日 本 調 剤 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 3 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

恵 和 薬 局 所 沢 市 榎 町 １ ２ － ７ 株 式 会 社  パ ル ・ オ ネ ス ト 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

く る み 薬 局 新 座 市 北 野 ３ － １ ８ － １ ７ 株 式 会 社  パ ル ・ オ ネ ス ト 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

パ ル 薬 局  恵 愛 病 院 前 店 富 士 見 市 針 ケ 谷 １ ８ ４ － １ 株 式 会 社  パ ル ・ オ ネ ス ト 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

彩 薬 局 富士見市西みずほ台２－１０－３ 株 式 会 社  パ ル ・ オ ネ ス ト 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 



パ ル 薬 局  春 日 部 店 春 日 部 市 緑 町 ４ － １ ３ － ２ ２ 株 式 会 社  パ ル ・ オ ネ ス ト 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

く る み 薬 局  ２ 号 店 新 座 市 北 野 ３ － １ ８ － １ ４ 株 式 会 社  パ ル ・ オ ネ ス ト 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

あ じ さ い 薬 局 入 間 市 扇 台 ３ － ５ － １ ７ 株 式 会 社  パ ル ・ オ ネ ス ト 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

寿 康 会 病 院 川 口 市 西 青 木 ２ － １ ５ － １ ０ 医 療 法 人  寿 康 会 訪 問 看 護 平成 26 年 3 月 1 日 

訪問リハビリテーション 

通所リハビリテーション 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

介 護 予 防 訪 問 看 護 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 

介護予防居宅療養管理指導 

在宅サポート２１狭山訪問看護ステーション  狭 山 市 水 野 ３ ６ － ３ 医 療 法 人  尚 寿 会 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  平成 26 年 1 月 1 日 

えのもと訪問看護ステーション 戸田市下前２－６－２１－３F 一般社団法人 えのもと訪問看護ステーション 訪 問 看 護 平成 26 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 看 護 

静風荘病院訪問看護ステーションひまわり  新 座 市 堀 ノ 内 １ － ２ － ２ ２ 一 般 財 団 法 人  野 中 東 晧 会 訪 問 看 護 平成 26 年 1 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 看 護 



ア イ セ イ 薬 局  東 川 口 店 川 口 市 戸 塚 １ － ５ － ２ ８ 株 式 会 社  ア イ セ イ 薬 局 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

ア イ セ イ 薬 局  川 口 前 川 店 川 口 市 前 川 １ － １ － ５ ４ 株 式 会 社  ア イ セ イ 薬 局 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

和が家の古民家デイ いぶき 北 足 立 郡 伊 奈 町 小 室 ９ ５ ０ ３ 岡 三 建 設 株 式 会 社 通 所 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 
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名 称 変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 機 関 種 別 名 

吉川松伏医師会訪問看護ステーショ ン 所 在 地 吉 川 市 吉 川 ２ － １ － １ ３ 吉川市平沼１２３５－１ ３Ｆ 居 宅 介 護 支 援 

介 護 予 防 訪 問 看 護 

訪 問 看 護 

居 宅 介 護 支 援 事 業 所  ぽ ぷ ら 所 在 地 所沢市けやき台１－５２－６ 所 沢 市 下 富 １ ０ ７ ０ － １ 居 宅 介 護 支 援 

デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  ぽ ぷ ら 所 在 地 所沢市けやき台１－５２－６ 所 沢 市 下 富 １ ０ ７ ０ － １ 介 護 予 防 通 所 介 護 

通 所 介 護 
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名 称 所 在 地 サ ー ビ ス の 種 類 開 設 者 名 休 止 年 月 日 

ラ イ フ デ ザ イ ン き ら り 川 口 市 西 青 木 ４ － １ － ３ 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 き ら り 株 式 会 社 平成 26 年 2 月 1 日 

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 

特 定 福 祉 用 具 販 売 

福 祉 用 具 貸 与 
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名 称 所 在 地 サ ー ビ ス の 種 類 廃 止 年 月 日 

三 郷 医 院 三 郷 市 三 郷 １ － ６ － １ ３ 訪 問 看 護 平成 25 年 10 月 1 日 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

介 護 予 防 訪 問 看 護 

介護予防居宅療養管理指 導 

門 脇 医 院 東 松 山 市 上 野 本 円 光 寺 １ ３ ２ － ６ 訪 問 看 護 平成 24 年 10 月 16 日 

訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

介護予防居宅療養管理指 導 

前 野 薬 局 春 日 部 市 粕 壁 ２ － ８ － １ ０ 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 25 年 1 月 11 日 

介護予防居宅療養管理指 導 

北 上 尾 ス マ イ ル 薬 局 上 尾 市 上 ２ ８ ０ － ４ 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 25 年 12 月 31 日 

介護予防居宅療養管理指 導 

ケ ア セ ン タ ー だ ん ら ん 川口市新井町２３－１５ハイツカタノ１０２ 訪 問 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

指定居宅介護支援事業所 ふくろうの杜 北 足 立 郡 伊 奈 町 小 室 １ ０ ３ ０ ４ － ８ 居 宅 介 護 支 援 平成 26 年 3 月 31 日 

ケ ア ー プ ラ ザ 所 沢 所 沢 市 東 所 沢 ２ － ２ ８ － １ ４ 短 期 入 所 生 活 介 護 平成 26 年 2 月 1 日 

リ ハ  ス タ ジ オ 花 咲 加 須 市 北 辻 ３ ２ － ５ 通 所 介 護 平成 26 年 1 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 



デ イ サ ー ビ ス  あ お い そ ら 桶 川 桶 川 市 下 日 出 谷 9 2 8 - 1 3 通 所 介 護 平成 25 年 12 月 31 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 
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名 称 変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

秀和総合病院附属 秀和透析クリニック 名 称 秀和綜合病院附属 秀和透析クリニック 秀和総合病院附属 秀和透析クリニック 

秀 和 総 合 病 院 名 称 秀 和 綜 合 病 院 秀 和 総 合 病 院 
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一 指定医療機関 

名 称 所 在 地 廃 止 年 月 日 

ス マ イ ル 皮 膚 科 所 沢 市 西 所 沢 １ － １ ２ － ３ さ い と う ビ ル ４ Ｆ 平成 26 年 1 月 7 日 

吉 田 歯 科 ク リ ニ ッ ク 草 加 市 長 栄 町 ５ ４ ５ － １ 平成 25 年 11 月 30 日 

け や 木 薬 局 本 庄 市 け や 木 １ － ５ － ３ 平成 25 年 12 月 31 日 

た な か 歯 科 ク リ ニ ッ ク ふじみ野市西鶴ケ岡１－３－１５ビバモール埼玉大井プラザ棟２Ｆ 平成 25 年 12 月 31 日 

医療法人社団  蒲生ひまわり歯科クリニック 越 谷 市 蒲 生 １ － ６ － ４ ５ 越 谷 南 パ ー ク ホ ー ム ズ １ 階 平成 25 年 12 月 28 日 

え ば と 脳 神 経 外 科 ・ 内 科 ク リ ニ ッ ク 八 潮 市 緑 町 ３ － ２ ３ － ２ 緑 町 ク リ ニ ッ ク セ ン タ ー ２ 階 平成 25 年 12 月 31 日 

ま も る 歯 科 ク リ ニ ッ ク 川 口 市 芝 ４ － １ ０ － １ ０ 平成 25 年 11 月 30 日 

セ キ デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 所 沢 市 山 口 １ ３ ８ １ － ６  鈴 木 住 宅 設 備 （ 株 ） ビ ル １ Ｆ 平成 25 年 12 月 31 日 

お じ ま 薬 局 本 庄 市 小 島 ５ － １ － ２ ４ 平成 25 年 12 月 31 日 

ゆ め み 野 デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 北 葛 飾 郡 松 伏 町 ゆ め み 野 ５ － ２ － ５ 平成 26 年 1 月 31 日 

あ お ば 薬 局 戸 田 公 園 戸 田 市 新 曽 南 ２ － ４ － ８ 平成 25 年 12 月 31 日 

並 木 小 児 科 ク リ ニ ッ ク 川 口 市 並 木 ３ － ３ ４ － １ ７ 平成 25 年 12 月 31 日 

幸 町 薬 局 川 口 市 幸 町 ３ － １ ０ － １ ８ 平成 25 年 12 月 31 日 

ア イ ケ ア ク リ ニ ッ ク 草 加 市 氷 川 町 ８ ２ ９ 平成 25 年 12 月 31 日 

大 川 内 歯 科 ク リ ニ ッ ク 所 沢 市 神 米 金 １ ４ ７ － １ ４ 平成 25 年 10 月 31 日 

の ぞ み デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 大 里 郡 寄 居 町 桜 沢 １ １ ８ ７ － １ 平成 25 年 11 月 30 日 



な ぎ さ 歯 科 ク リ ニ ッ ク 越 谷 市 南 越 谷 ４ － １ ３ － ２ ０ 住 商 第 ２ ビ ル ３ F 平成 25 年 12 月 31 日 

北 上 尾 ス マ イ ル 薬 局 上 尾 市 上 ２ ８ ０ － ４ 平成 25 年 12 月 31 日 

漆 原 歯 科 医 院 久 喜 市 東 １ － １ ３ － １ ６ 平成 25 年 12 月 31 日 

稲 生 整 形 外 科 朝 霞 市 溝 沼 ３ － ２ － ２ ６ 平成 25 年 12 月 31 日 

前 野 薬 局 春 日 部 市 粕 壁 ２ － ８ － １ ０ 平成 25 年 1 月 11 日 

新 井 ク リ ニ ッ ク 白 岡 市 小 久 喜 １ １ ９ ０ － ５ 平成 25 年 12 月 18 日 

加 茂 薬 局 加 須 市 北 篠 崎 １ ４ ９ ３ 平成 25 年 12 月 31 日 

門 脇 医 院 東 松 山 市 上 野 本 円 光 寺 １ ３ ２ － ６ 平成 24 年 10 月 16 日 

会 田 歯 科 越 谷 市 赤 山 町 １ － ９ 平成 26 年 1 月 1 日 

小 林 歯 科 医 院 久 喜 市 中 央 ２ － ５ － １ １ 平成 26 年 3 月 25 日 

ふ じ 薬 局 狭 山 市 狭 山 台 １ － １ ８ － ２ １ 平成 26 年 1 月 1 日 

医 療 法 人 社 団 慈 誠 会  よ う だ 眼 科 医 院 桶 川 市 西 １ － １ － ６ 平成 15 年 9 月 16 日 

鯨 井 ク リ ニ ッ ク 熊 谷 市 新 堀 ６ ０ ８ － ３ 平成 26 年 3 月 31 日 

藤 田 眼 科 医 院 川 口 市 並 木 ３ － ４ － ２ １  パ イ オ ラ ン ド マ ン シ ョ ン ２ 階 平成 25 年 12 月 31 日 

に っ さ い 中 里 歯 科 医 院 坂 戸 市 堀 込 １ ２ ０ － １ － ２ 平成 25 年 12 月 22 日 

 

 

 

 



二 指定施術者 

氏 名 住 所 名 称 所 在 地 廃 止 年 月 日 

林  寛 行   は や し 整 骨 院 所沢市喜多町 10-2 スカイハイム 101 平成 25 年 12 月 31 日 

残 間  貴 義   上 の 原 整 骨 院 新 座 市 西 堀 ２ － ３ － １ ９ 平成 21 年 6 月 30 日 

宮 崎  宏 英   か わ ぐ ち 整 骨 院 川 口 市 飯 塚 １ － ２ － １ ８ 平成 26 年 2 月 1 日 

渕 辺  吉 博   渕 辺 接 骨 院 新 座 市 野 火 止 １ － １ ４ － ８ 平成 25 年 10 月 25 日 
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一 指定医療機関 

名 称 所 在 地 辞 退 年 月 日 

島 田 歯 科 医 院 北 本 市 本 町 ６ － １ １ ６ 平 成 2 5 年 5 月 3 1 日 

 

二 指定施術者 

氏 名 住 所 名 称 所 在 地 辞 退 年 月 日 

楊  哉   や な ぎ 接 骨 院 飯能市柳町９－１２ 飯能オーケービル１Ｆ 平成 25 年 12 月 12 日 
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一 指定医療機関 

名 称 開 設 者 所 在 地 指 定 年 月 日 

えばと脳神経外科・内科クリニック 医療法人社団  セレオス会 八潮市緑町３－２３－２ 緑町クリニックセンター２階 平成 26 年 1月 1日 

医 療 法 人  藤 田 眼 科 医 院 医 療 法 人  藤 田 眼 科 医 院 川口市並木３－４－２１ パイオランドマンション２F 平成 26 年 1月 1日 

川 口 並 木 ク リ ニ ッ ク 神 谷  文 雄 川 口 市 並 木 ３ － ３ ４ － １ ７ 平成 26 年 1月 6日 

ス マ イ ル ・ ま や ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 社 団  倉 片 会 所 沢 市 西 所 沢 １ － ３ － ５  NK パ ー ク ビ ル ２ 階 平成 26 年 1月 8日 

草 加 グ リ ー ン ク リ ニ ッ ク 桑 島  賢 介 草加市旭町４－７－４ メゾンウィンディ B１０３ 平成 26 年 2月 1日 

ア イ ケ ア ク リ ニ ッ ク 松 本  行 弘 草 加 市 氷 川 町 ８ ２ ９ 平成 26 年 1月 1日 

安 原 泌 尿 器 科 ク リ ニ ッ ク 安 原  克 彦 熊 谷 市 中 央 ２ － ２ ５ ８ － １ 平成 26 年 2月 1日 

医療法人社団 慈誠会 ようだ眼科医院 医療法人社団 慈誠会ようだ眼科医院  桶 川 市 西 １ － ５ － ７ 平成 15 年 9 月 16 日 

門 脇 医 院 横 山  広 行 東 松 山 市 上 野 本 １ ３ ２ － ６ 平成 24 年 10 月 17 日 

にこにこハート内科クリニック 瀨 﨑  和 典 東 松 山 市 五 領 町 ２ － ３ ３ 平成 26 年 2月 1日 

新 井 ク リ ニ ッ ク 新 井  裕 至 白 岡 市 小 久 喜 １ １ ９ ０ － ５ 平成 25 年 12 月 19 日 

あ か り 訪 問 歯 科 ク リ ニ ッ ク 平 山  明 星 和 光 市 新 倉 ３ － ８ － ７ － ２ F 平成 26 年 1月 1日 

セ キ デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 社 団  関 輝 会 所 沢 市 山 口 ６ ４ ０ － １ 平成 26 年 1月 1日 

リ リ ィ デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 西 本  直 子 桶 川 市 鴨 川 １ － １ － ３ ９ 平成 26 年 2月 1日 

に っ さ い 中 里 歯 科 医 院 に っ さ い 中 里 歯 科 医 院 坂 戸 市 に っ さ い 花 み ず 木 ６ － １ ８ － １ 平成 25 年 12 月 23 日 

医療法人 彩裕会 大川内歯科クリニック 医 療 法 人  彩 裕 会 所 沢 市 神 米 金 １ ４ ７ － １ ４ 平成 25 年 11 月 1日 

佐 川  デ ン タ ル オ フ ィ ス 佐 川  修 一 熊 谷 市 小 曽 根 ７ ４ ２ － ２ 平成 23 年 11 月 1日 



ま も る 歯 科 ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人  ま も る 会 川 口 市 芝 ４ － ８ － １ ３ 平成 25 年 12 月 1日 

さ さ め デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 小 川  洋 戸 田 市 笹 目 ４ － １ ６ － １ １ 平成 26 年 2月 7日 

医療法人輝吉会 吉田歯科クリニック 医 療 法 人 輝 吉 会   草 加 市 長 栄 町 ５ ４ ５ － １ 平成 25 年 12 月 1日 

ア オ バ 歯 科 医 院 清 水  岳 志 本 庄 市 西 富 田 ３ ３ ０ － ２ 平成 26 年 1月 1日 

た な か 歯 科 ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 社 団  珠 瑛 会 ふじみ野市西鶴ケ岡１－３－１５ ビバモール埼玉大井プラザ棟２F 平成 26 年 1月 1日 

漆 原 歯 科 医 院 漆 原  裕 之 久 喜 市 久 喜 東 １ － １ ３ － １ ６ 平成 26 年 1月 1日 

の ぞ み デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人  希 有 会 大 里 郡 寄 居 町 桜 沢 １ １ ８ ７ － １ 平成 25 年 12 月 1日 

医療法人社団 大伸会なぎさ歯科クリニック  医 療 法 人 社 団  大 伸 会 越谷市南越谷４－１３－２０住商第２ビル３階 平成 26 年 1月 1日 

ア イ セ イ 薬 局  志 木 店 株 式 会 社  ア イ セ イ 薬 局 志 木 市 幸 町 ４ － ４ － ９ 平成 26 年 2月 1日 

イ エ ロ ー 薬 局  幸 手 南 店 株 式 会 社  ミ ッ ク 幸 手 市 南 ２ － ６ － １ １ 平成 26 年 2月 1日 

あ お ば 薬 局 戸 田 公 園 有限会社 たがら薬局光ヶ丘店 戸 田 市 新 曽 南 ２ － ４ － ８ 平成 26 年 1月 1日 

ドラッグセイムス 前川２丁目薬局 株 式 会 社  富 士 薬 品 川 口 市 前 川 ２ － ３ ９ － １ 平成 26 年 1月 1日 

朝 霞 メ ロ ン 薬 局 株 式 会 社  わ か ば 朝 霞 市 東 弁 財 １ － ５ － ８ K ス テ ー ジ ２ F - 4 平成 26 年 2月 1日 

薬 局  は る か ぜ 有限会社 アルファメディカル 熊 谷 市 中 央 2 - 2 5 8 - 2 平成 26 年 2月 1日 

加 茂 薬 局 加 茂  仁 加 須 市 北 篠 崎 1 4 9 3 平成 26 年 1月 1日 

ウ エ ル シ ア 薬 局 上 尾 上 店 ウ エ ル シ ア 関 東 株 式 会 社 上 尾 市 上 8 5 - 1 平成 26 年 2月 1日 

け や 木 薬 局 株 式 会 社 サ ン メ デ ィ ッ ク 本 庄 市 け や 木 1 - 5 - 3 平成 26 年 1月 1日 

お じ ま 薬 局 株 式 会 社 サ ン メ デ ィ ッ ク 本 庄 市 小 島 5 - 1 - 2 4 平成 26 年 1月 1日 

ウ エ ル シ ア 薬 局 久 喜 青 葉 店 ウ エ ル シ ア 関 東 株 式 会 社 久 喜 市 青 葉 4 - 8 - 2 平成 26 年 2月 1日 



あ お ば 薬 局  南 入 曽 店 株 式 会 社  ア レ イ 狭 山 市 南 入 曽 ５ １ １ － ４ ０ 平成 26 年 1 月６日 

北 上 尾 ス マ イ ル 薬 局 株 式 会 社  リ バ ー サ ル 上 尾 市 上 ２ ７ ９ － ２ 平成 26 年 1月 1日 

有 限 会 社  岡 田 厚 生 堂 薬 局 有限会社  岡田厚生堂薬局 蕨 市 中 央 ５ － １ ７ － ２ ２ 平成 26 年 1月 24 日 

訪問看護リハビリステーション縁 株 式 会 社  礎 越 谷 市 東 越 谷 ２ － １ ７ － ６ 平成 26 年 1月 1日 

 

二 指定施術者 

氏 名 住 所 名 称 所 在 地 指 定 年 月 日 

岸 本  哲 弥   ハ ー バ ル ・ キ ュ ア 整 骨 院 草 加 市 金 明 町 ３ ５ ７ － ３ ７ － １ ０ １ 平成 25 年 8 月 1 日 

大 島  正 悟   大 島 整 骨 院 深 谷 市 栄 町 ３ － １ ９ 平成 26 年 1 月 1 日 

竹 田  浩 太 郎   浅 間 台 接 骨 院 上 尾 市 浅 間 台 4 - 2 2 - 1 7 平成 26 年 1月 15 日 

湯 浅  忠   谷 塚 駅 前 ク リ オ 接 骨 院 草加市瀬崎１－１１－５三和ハイツ１０３号 平成 26 年 1月 30 日 

和 田  雅 美   パ ン ダ 接 骨 鍼 灸 院 久 喜 市 久 喜 中 央 1 - 1 5 - 5 2 平成 26 年 1月 18 日 

和 田  洋   パ ン ダ 接 骨 鍼 灸 院 久 喜 市 久 喜 中 央 1 - 1 5 - 5 2 平成 26 年 1月 18 日 

渡 邊  公   オ レ ン ジ 堂 整 骨 院 葛 飾 区 東 金 町 1 - 1 - 1 K S C W e l l n e s s  1 階 平成 26 年 1月 16 日 

千 葉  千 草   在宅訪問マッサージ ココミル 川 口 市 東 領 家 1 - 1 4 - 2 3 平成 26 年 2 月 1 日 
 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
加
須
店 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
久
下
四
丁
目
十
一
番
地
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
四
百
五
十
六
番
地 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
四
百
五
十
六
番
地 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
月
十
九
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
百
二
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
六
一
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
一
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

七
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
〇
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

明
戸
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 
名 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理
事 

蛭 

川 

良 

平 
 

埼
玉
県
深
谷
市
上
増
田
九
百
六
十
四
番
地 

   

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号



告 
 

示 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

寄
居
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

寄
居
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
十
二
号 

男
衾
駅
東
口
通
り
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
富
田
字
伊
勢
原
、
柳
井
戸
及
び
間
ノ
田
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号



告 
 

示 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

寄
居
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

寄
居
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
十
三
号 

男
衾
駅
西
口
通
り
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
富
田
字
伊
勢
原
及
び
柳
井
戸
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

戸
田
都
市
計
画
北
戸
田
駅
東
１
街
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

北
戸
田
駅
東
１
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

組
合
設
立
認
可
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
字
芦
原
及
び
大
字
下
笹
目
字
谷
口
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
戸
田
市
新
曽
二
千
二
百
三
十
一
番
地 

第
一
芦
原
マ
ン
シ
ョ
ン
二
階
二
〇
一
号
室 

五 

施
行
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
七
年
九
月
六
日 

六 

変
更
の
内
容 

 
 

設
計
の
概
要
及
び
資
金
計
画 

七 

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号



告 
 

示 

  
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
全
部
の
廃

止
を
許
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
知

事
第
十
七

号 指
定
番
号 

公
益
財
団
法

人
日
本
住
宅

・
木
材
技
術

セ
ン
タ
ー 

名

称 
東
京
都
江
東

区
新
砂
三
丁

目
四
番
二
号 

住

所 

東
京
都
江
東
区
新
砂

三
丁
目
四
番
二
号 

構
造
計
算
適
合
性
判

定
の
業
務
を
行
う
事

務
所
の
所
在
地 

平
成
二
十
六
年

一
月
二
十
九
日 

構
造
計
算
適
合

性
判
定
の
業
務

の
廃
止
の
日 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号



告 
 

示 

  
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
知

事
第
十
八

号 指
定
番
号 

日
本
建
築
検

査
協
会
株
式

会
社 

名

称 
東
京
都
中
央

区
日
本
橋
三

丁
目
十
三
番

十
一
号 

住

所 

東
京
都
中
央
区
日
本

橋
三
丁
目
十
五
番
六

号 構
造
計
算
適
合
性
判

定
の
業
務
を
行
う
事

務
所
の
所
在
地 

平
成
二
十
六
年

二
月
一
日 

構
造
計
算
適
合

性
判
定
の
業
務

の
開
始
の
日 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

林 

一 

夫 

  
 

 
 

 
 



 

鴻
巣
川
島
線 

路 
線 

名 

 
鴻
巣
市
箕
田
字
吉
右
エ
門
三
一
一
一
番

一
地
先
か
ら
鴻
巣
市
箕
田
字
吉
右
エ
門

三
一
一
一
番
一
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、

関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
）

  

供
用
開
始
の
区
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
一
日
付
け
北

本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号
で

告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用

開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
六
一
・
二
七
メ
ー
ト
ル 

 

備 

考 



告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

浅 

井 

義 

明 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
   

南
古
谷
停
車
場
線 

  

路 
 

線 
 

名 

  

川
越
市
大
字
並
木
字
中
田
二
○
二
番
二
地

先
か
ら
同
市
大
字
並
木
字
中
田
二
○
二
番
九

地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限

る
。
） 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

交
通
安
全
対
策
事
業
に
よ
る
。 

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
川
越
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
号
で

告
示
し
た
道
路
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。 

 

延
長
二
五
・
七
○
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
板
橋 

 
 

剛 
 

 
 



 

 藤
岡
本
庄
線 

路 

線 

名 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
長
浜
字
水
窪
九
七
九

番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
三
町
字
諏

訪
裏
六
八
九
番
三
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分

に
限
る
。
） 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日
埼
玉
県
本
庄
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

   

備  

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

井 

上 

桂 

一 
 

 
 

     



    
  

八
潮
三
郷
線 

  

路 
 

線 
 

名 

  

三
郷
市
彦
沢
二
丁
目
二
五
番
一
地
先
か
ら 

同
市
番
匠
免
二
丁
目
六
七
番
一
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日
付

け
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
十
五
号
に
お
け
る
道
路

区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長

二
四
三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
。 

 

備 

 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
〇
六
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
〇
一
四
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
字
新
房
一
四
三
六
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
一
四
三
八
番
地 

 
 

浅
見 

大
輔 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
〇
三
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
〇
一
三
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
福
田
字
寺
前
千
二
百
七
番
十
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
文
蔵
二
丁
目
一
番
二
号 

信
太
ビ
ル
二
〇
二
号
室 

 
 

 
 

小
野
田 

宏
典 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
三
四
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
五
二
〇
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
二
百
九
十
六
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
二
百
三
十
九
番
地
一 

カ
ー
サ
エ
レ
ガ
ン
テ

Ⅲ
一
〇
二 

 
 

号 

 
 

田
口 

裕
介 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
十
九
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
四
〇
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
五
二
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
野
字
山
合
九
百
五
十
二
番
十
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
高
野
西
六
丁
目
一
番
地
一
〇 

プ
レ
ッ
ソ
一
〇
一
号
室 

 
 

熊
谷 

聡 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
二
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

越
建
セ
第
五
二
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
塘
三
千
九
百
九
十
五
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
梅
田
本
町
二
丁
目
二
一
番
地
一
シ
ャ
ト
ー
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
一
〇
三 

 
 

冨
宿 

達
也 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
六
号 

 
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 



１   購入等件名及び数量  

  灯油 JIS １号 290,900リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 (1)埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局管財担当 

  埼玉県熊谷市板井 1696 番地 

 (2)埼玉県立がんセンター事務局管財担当 

  埼玉県北足立郡伊奈町小室 780 番地 

 (3)埼玉県立小児医療センター事務局管財担当 

  埼玉県さいたま市岩槻区馬込 2100 番地 

 (4)埼玉県立精神医療センター事務局管財担当 

  埼玉県北足立郡伊奈町小室 818 番地２ 

３ 落札者を決定した日 

  平成 26 年１月 22 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  佐藤興産株式会社  

さいたま市大宮区吉敷町２丁目 44 番地 

５ 落札金額 

  25,046,490 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

   平成 25 年 12 月 20 日 

 



 
 
 
 
 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
五
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
春
日

部
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告

が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

    

庄
和
市
民
セ
ン
タ
ー

正
風
館                                                                     

東
部
地
域
振
興
ふ
れ

あ
い
拠
点
施
設 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
衾
三
百
七
番

地
一 

埼
玉
県
春
日
部
市
南
一
丁
目
一
番

地
一 所

在

地 

春
日
部
市
長 

埼
玉
県
知
事 

管

理

者 

五
百
二
人 

千
人 

収

容

人

員 



雑 
 

報 

 
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
殊
肥
料
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日 

                     
 

 
 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

相 

崎 

万
裕
美 

 
 

 



平成２５年１２月分 

特殊肥料 
の指定名 

生産業者、輸入業者
若しくは販売業者
又は表示者 

届出名（及び商品名） 

検 査 の 結 果          

備 考      ＴＮ 
(％) 

ＴＰ 
(％) 

ＴＫ 
(％) 

ＴＣu 
(mg/kg) 

ＴＺn 
(mg/kg) 

ＴＣa 
(％) 

Ｃ／Ｎ 
水分 
（％） 

その他 
の検査 

たい肥 有限会社加藤畜産 豚糞堆肥 
3.27 5.20 2.23 88 785 10.27 10.5 15.14 

 
 

備考：１ 分析検査を実施した成分等の略号は次のとおりである。 
        ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＴＣu－銅全量、ＴＺn－亜鉛全量、ＴＣa－石灰全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水分含有量 
      ２ 分析値は原則として現物当たりの数値である。ただし、備考欄に「乾物当たり」と記載のある場合は、水分を除き他の項目は乾物当たりの数値である。 
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